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関係審議会等における意見発信の状況
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（１）社会保障審議会医療保険部会

第182回 社会保障審議会医療保険部会（2024.９.19 開催） （出席：北川理事長）

議題 医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの骨子案について（報告）

発言

○ この問題は大変重要な問題であり、我が国が誇る国民皆保険制度を維持・発展させていくという大きな目
的に当たっては、医療サービスの質の深化・向上という観点では、避けて通れない極めて重要な課題だと認
識している。私どもも議論に参加させていただきたい。

〇 各委員からもコメントがあったが、特に経済的インセンティブについては、私どもも他の委員と同じ考えで
あるため、改めて繰り返すことはないが、保険者としては今最大の取組を行っている医療費適正化の観点と、
中長期的にこの偏在対策をどう調和させていくのか、こうした観点をまず大きな前提として議論していただき、
その上で、具体的な取組をまとめていっていただきたい。
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2024年９月19日 第182回社会保障審議会医療保険部会 資料１



（１）社会保障審議会医療保険部会
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第183回 社会保障審議会医療保険部会（2024.９.30 開催） （出席：北川理事長）

議題

１．働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方について

２．マイナ保険証の利用促進等について

３．医療DXの更なる推進について

４．第四期医療費適正化基本方針の見直し及び後発医薬品の使用に係るロードマップの改定について（報
告）

発言

働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方について

〇 医療保険そのものが被保険者の皆様の負担能力に応じた保険料負担ということを通じて一定の所得の再
配分機能を有していると認識している。被保険者の実際の負担能力に応じた保険料の賦課となるよう標準賞
与額の上限設定の見直しについてもぜひ検討を進めていただきたい。

〇 今後の適用拡大については協会けんぽの財政運営に影響を与えることが想定されている。そのため、財
政影響等について早めにお示しをいただきたいと思っている。特に、以前も申し上げたが、実際に適用を行う
段階になった場合に、大規模な加入者の異動があれば、実務も相当程度の負御がかかるため、早め早めの
実態の提示、議論の進め方をよろしくお願いしたい。

マイナ保険証の利用促進等について

〇 マイナ保険証の利用促進に向けて、今後のさらなる進化や広がりを考えた時に、ぜひ健診機関に対しても
財政支援あるいは義務化、そういった観点での検討を進めていただきたい。

〇 医療DXの観点の中で、特に保険者にとってみると健診データとういうものは非常に重要な領域であり、DX
を進める上で、マイナ保険証を健診機関で一般化していただくことは非常に有意義であると考える。



（１）社会保障審議会医療保険部会

発言

医療DXの更なる推進について

〇 医療DXの運用費用の負担の在り方については、何度も申し上げているが、電子カルテ情報共有サービス

の運用費用負担については、受益に応じた費用負担とすべきと考えている。今後議論を深めていきたい。ま
た、全国医療情報プラットフォームの普及の運用費用について、ステージが変わる際、また参加者等が増え
てくる局面においての検討でも同じコンテクストだと思っている。

〇 資料３－２の「医療機関・薬局間の情報」の共有・標準化についても同じ観点で議論を進めてきたい。

〇 医療保険者のメリットとして整理されている、健診等での結果に関する情報共有は非常に重要だと保険者
は認識しているため、促進をお願いしたい。ただ、実際の実務において、健診機関からいただくデータに一定
の誤り、誤記があり、私ども保険者の方で修正・訂正をして活用しているため、健診機関サイドでのクオリティ
を一定程度高めていただければ大変ありがたい、健診期間再度でのデータの質の維持についてご高配いた
だきたい。

〇 効率的な医療提供体制というメリットだが、我々保険者として見ると医療費適正化という効果を具体的に
描いていただけると大変力強く感じる。

第四期医療費適正化基本方針の見直し及び後発医薬品の使用に係るロードマップの改定について（報告）

〇 後発医薬品に関しては、医療費適正化の観点から大変重要で協会けんぽとしては力を入れて普及促進
に努めている。ただ、普及啓発に関しては、やはり国、自治体、医療関係者を含めて、皆様の協力が不可欠
であると認識している。また、医薬品の供給不足という問題はあるが、この流れは引き続き一層加速していか
なければならないと考えている。

〇 バイオシミラーに関しては、国民の理解が足りていないと思う。また、バイオ医薬品に関しては、高額な商
品、また、非常にシリアスな治療の現場での話になってしまうことから、患者さまにこのメリットを体感していた
だくことが、後発医薬品に比べより難しいと認識している。ぜひこうした点も踏まえて医療費適正化に向かうよ
うな普及啓発活動を国を挙げて進めていただければと思う。

〇 医療費適正化の観点では、特にフォーミュラリーが有効であると考えている。非常に難しい面も多々ある
が、フォーミュラリーを活用して、医療費適正化を一段進めていただきたい。
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2024年９月30日 第183回 社会保障審議会医療保険部会 資料１
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2024年９月30日 第183回 社会保障審議会医療保険部会 資料3-1
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2024年９月30日 第183回 社会保障審議会医療保険部会 資料3-2
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2024年９月30日 第183回 社会保障審議会医療保険部会 資料3-2
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2024年９月30日 第183回 社会保障審議会医療保険部会 資料4-2
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2024年９月30日 第183回 社会保障審議会医療保険部会 資料4-2



（２）診療報酬関係

第596回 中医協 総会（R６.10.９開催） （鳥潟理事）

議題 第25回医療経済実態調査について

発言

〇 有効回答率もしくは回答数が増えないことへの懸念がある。どのくらいの施設が回答していれば実態を反
映していると言えるのかという点も踏まえ、小委員会で議論していただきたい。また、データベースの活用も
含め、中長期的な視点の中での議論もお願いしたい。
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（３）薬価改定関係

第227回 中医協 薬価専門部会（R６.９.25開催） （鳥潟理事）

議題 令和７年度薬価改定について

発言

〇 新薬の評価について、令和６年度薬価改定においてイノベーションへの評価を行った制度見直し結果、加
算の実績が増えていることがわかる。一方、その効果として、新薬開発、ドラッグ・ラグ／ロス解消に向けて、
企業の行動にどのような影響をもたらしているかについては、今後、引き続き、検証していかなければならな
いと受け止めている。
〇 そうした中、イノベーションの推進と国民皆保険の持続可能性の考慮については、ドラッグ・ラグ／ロスは、
より良い医療のため一刻も早い解消を願うものの、薬価のみで対応する問題ではなく、一方、健全な医療保
険財政は、国民皆保険の中、そうしたより良い医療を受けるための前提となるものであり、国民負担の抑制
も、国民の立場に立つと、非常に重要な問題である。そのため、メリハリのついた対応が必要になると考えて
いる。
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第６回 中医協 薬価専門部会・費用対効果評価専門部会 合同部会（R６.10.９開催） （鳥潟理事）

議題 高額医薬品（認知症薬）に対する対応について

発言

〇 ケサンラについて、医師・施設要件があるため、投与対象患者数は限定的になる見込みとあるが、レケン
ビ同様、有病者数自体が多く、また、国民の期待も高いことから、使用実態が変化し、予測以上に患者数が
伸びていくことも考えられる。その際には、価格の再調整も必要になるのではないかと考える。そのため、薬
価収載後も、算定方法などに関わらず、NDBにより使用量を把握していくことに賛成する。



（４）介護保険関係

第114回 介護保険部会（R６.９.19 開催） （出席：鳥潟理事）

議題
〇 介護情報基盤について
〇 その他

発言

〇 介護分野は、利用者、市町村、各事業所、医療機関と関係者も多い中、介護DXの取組を進め、介護情報
基盤を通じて、利用者に関する情報を、関係者が迅速に共有・連携できるようになることは、業務効率化のみ
ならず、質の高い介護サービスにつながることからも非常に重要です。
〇 そうした中、事業所等における機器の導入など、必要な環境整備については、国において必要な支援を
行っていくべきではないかと考えます。
〇 なお、小さい事業所も多いため、介護DXの導入や運用について、環境整備の支援を行うとしても、それで
も技術面や心理面でのハードルが高い事業所も一定あるのではないかと思います。一方、業務効率化のメ
リットを関係者の皆さんに感じてもらうためには、関係者全員が介護情報基盤を活用する必要があると思い
ます。そのため、環境整備の支援のみならず、今後、介護DXが現場に根付くような取組、例えば、きめ細や
かな研修や、技術面での伴走型のサポートなども必要になってくるのではないかと思います。

14



（４）介護保険関係

第242回 介護給付費分科会（R６.９.12 開催） （出席：鳥潟理事）

議題 〇 令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和６年度調査）の調査票等について

発言

〇 所得改善加算の取得促進方策について、ぜひ丁寧に、徹底して行っていただきたい。
〇 訪問介護事業への支援強化パッケージについて、訪問介護に従事するにあたっての障壁を考えると必要
なことだと思うが、資料２の３ページの調査のN数が75であることや、対象者が介護事業所の方であることか
ら、業界の一側面だけを見て、政策を検討しているのではないかとの懸念を少し抱いている。
〇 介護職員の確保が非常に重要な課題であるところ、今後は、訪問介護事業所への調査のみならず、例え
ば、就職活動中の学生や、従事してまだ経験年数の浅い介護職員への調査やヒアリングなど、職員確保に
真に必要な対策は何なのかといったことを検討できるようにするため、様々な側面から情報収集・現状分析
を行っていくべきではないかと考える。
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（５）新たな地域医療構想等に関する検討会

第11回 新たな地域医療構想等に関する検討会（R６.11.８ 開催） （出席：川又理事）

議題 〇 新たな地域医療構想について（外来・在宅医療・介護との連携等）

発言

〇 効率的な医療提供体制を目指すということで、保険者としても非常に関心を持っているところである。
〇 医療機関機能ということで、地域の実情に配慮することは当然であるが、目指すべき方向性はできるだけ
明確に、クリアに示していくことが大切だと思う。もちろん分かりやすくということも重要である。
例えば、急性期の拠点機能は議論になっているところもあったが、医療資源、あるいは症例の集約化という

ような方向性が示されており、一例で方向性を明確化できるような基準の設定など、今後議論も深めていた
だければと思う。そうした分かりやすく明確にという方向性でぜひ今後の議論も深めていけたらと思っている。
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